


 

 

    

台所 

台所には熱式又は煙式 

を設置してください。 

   

 

寝室には煙式を設置してください。

    

階段 寝室 

子ども部屋

（寝室） 

 

天井取付け型 壁掛け型 

寝室がある階の階段又は踊り場の天井又

は壁面には煙式を設置してください。ただ

し、避難階（１階など）は除きます。       

    

国の技術基準に適合している

住宅用火災警報器を使用して

ください。（下のマークが貼っ

ているものは適合していま

す。） 

    

和泉市では、台所設置を

努力義務としています。 

 

子ども部屋（寝室）

には煙式を設置し

てください。   

    

 

 

天井取付け型 

壁掛け型 

  

 

 

 

※平成 26 年 4 月 1 日から、住宅用火災警報器に『合格の表示（型式適合検定に合格したものである旨の表示）』

が表示されることになりました。 

これまでに販売されていた住宅用火災警報器には下図左のような「ＮＳマーク」が表示されているものが大部分で

したが、住宅用火災警報器が国家検定品になったため、今後は下図右のような「合格の表示」が表示されることに

なります。 

「NSマーク」の製品も検定品と同等の性能が確認されているため、経過措置として平成 31年 3月 31日まで販売が

認められています。 

              





 
 

住宅用防災（火災）警報器等の 

設置が必要です。 
  

 

 

 

 

 

 

 

消防法（第９条の２）及び和泉市火災予防条例（第２９条の２）の規定により、住宅等

に住宅用防災警報器（住宅用火災警報器）又は住宅用防災報知設備（住宅用自動火災報知

設備）の設置が義務付けられています。 

なお、設置する場所は次のとおりです。 

 

 

① 就寝の用に供する居室（条例第 29条の３第１項第１号） 

② 寝室が存する階の階段（寝室が避難階の場合を除く。）（条例第 29条の３第１項第２号） 

③ 寝室が存する階から２階下の階の階段（①の１階下の階の階段に住宅用防災警報器等が設

置されている場合を除く。）（条例第 29条の３第１項第３号） 

④ 寝室が存する階（避難階に限る。）から２以上うえにある階に居室がある場合のその最上

階に直下階から通ずる階段の上端（条例第 29条の３第１項第４号） 

⑤ ①～④までに該当しない階で７㎡以上の居室が５以上ある階の廊下（廊下が存しない場合

は階段）（条例第 29条の３第５号） 

 

 

天井に設置する場合   壁に設置する場合 
 

※壁又ははりから 0.6メートル以上   ※換気口等から 1.5メートル以上離れた部分  ※天井から 0.15メートル以上             

離れた天井の屋内に面する部分    （条例第 29条の３第３項）           0.5メートル以内の位置にある壁            

（条例第 29条の３第２項第１号）                            の屋内に面する部分    

                                                         （条例第 29条の３第２項第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※条例第 29条の５により、住宅用防災（火災）警報器等の設置を適用除外とする場合は、

事前に和泉市消防本部予防課に相談してください。 

  電話番号：０７２５－４１－６３２６（直通） 

 

 

 

 


